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広報のべおか広告取扱要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、延岡市広告事業実施要綱（平成２０年１０月２０日施行。以下「要

綱」という。）の規定に基づき、本市の広報紙「広報のべおか」（以下「広報のべおか」

という。）に対する広告物の掲載（以下「広告掲載」という。）に係る事業の実施に関

し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（広告掲載の基準） 

第２条 広報のべおかに掲載する広告物の内容は、要綱及び別に定める広報のべおか広

告掲載基準に適合するものでなければならない。 

 

（広告掲載の位置等） 

第３条 広報のべおかの中の広告掲載の位置、枠数等は広報のべおかの目的を妨げない

限度において、本市が定めるものとする。 

 

（広告主の決定） 

第４条 広告掲載希望者が、前条により市が定めた枠数を超えるときは、要綱第７条に

基づき広告取扱業者（要綱第２条第５項に規定する広告取扱業者をいう。以下同じ。）

が広告主（同条第４項に規定する広告主をいう。以下同じ。）を決定する。 

 

（広告物の制作及び経費負担） 

第５条 広告物の原稿データは、広告主又は広告取扱業者が費用を負担するものとし、

市の規定する仕様に従って制作し、市に提出するものとする。 

 

（広告の掲載回数） 

第６条 広告の掲載は１発行単位とし、複数回にわたる掲載も可能とする。 

 

（広告の募集） 

第７条 広告の募集は、広告取扱業者が行うものとする。 

 

（広告取扱業者の選定） 

第８条 広告取扱業者は、事業所が県内にあることを条件とする条件付一般競争入札に

より選定する。 

２ 前項の条件付一般競争入札に関し、必要となる事項は、市が別に定める。 
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（広告掲載の申込み） 

第９条 広告取扱業者は、広報のべおか広告掲載申込書（様式第１号）に掲載しようと

する広告の原稿等を添付して、市に申し込むものとする。 

 

（広告掲載の承諾） 

第１０条 市は、前条の申込書の提出を受けたときは、速やかに広告掲載に係る承諾の

可否を決定するため、審査を行う。 

２ 市は、審査の結果、適当と認める場合には、広報のべおかへの広告掲載について承

認するものとし、その結果を広告取扱業者に通知（様式第２号）するものとする。 

３ 市は、前項の広告掲載に係る承諾をした後の事情変更により、広告物の内容、デザ

イン等（以下「広告物の内容等」という。）が第２条に規定する基準に抵触し、又は

そのおそれがあると認められるときは、広告取扱業者に対し広告物の内容等の変更を

求めることができる。 

 

（広告掲載料の返還） 

第１１条 広告取扱業者の責めに帰すことができない事由により広告掲載を中止し、ま

たは広告掲載に係る契約を解除したときは、掲載しなかった広告枠数に応じて、契約

金額に基づき算出した額を広告取扱業者に返還する。このとき、広告取扱業者は、広

告主との契約に基づき算出した額を広告主に返還するものとする。 

２ 前項の規定により返還する場合には、利子を付さないものとする。 

 

（広告掲載の停止又は中止）  

第１２条 市は、次の規定に該当する場合、次号からの広告掲載を停止又は中止するこ

とができる。  

（１）広告の内容が、広告掲載申込時から変更され、第２条の規定に反する状態である

と判断したとき。  

（２）その他、広告主の反社会的行為あるいは非社会的行為等広告主に関係する事情に

より、当該広告主の広告を掲載することが不適当であると判断したとき 

２ 前項の停止又は中止により生じた広告主又は広告取扱業者の損害について、市は賠

償の責を負わない。 

 

（広告取扱業者と広告主との信義） 

第１３条 広告取扱業者と広告主とは、信義に従い誠実に契約を実行しなければならな

い。 
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（委任） 

第１４条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この要領は、平成２０年１１月１１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成２２年６月９日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成２９年１月２６日から施行する。 


